
1 

 

第１部 総 論 

 

第１章 計画の策定にあたって 

 

１ 計画策定の趣旨 

本市では、平成２３年３月に「第２次千葉市障害者計画」、平成２４年３月に「第３

期千葉市障害福祉計画」を策定し、「すべての障害者が地域において自立した生活を営

む主体であるとの認識に立ち、障害の有無にかかわらず、相互に個性を尊重し、人格を

認め合い、そして支え合うことにより、安らぎのあるあたたかな共生社会をつくる。」

という基本理念のもと、さまざまな障害者施策や障害福祉サービスの供給量の確保等を

通じて障害者の方の自立と社会参加の促進に取り組んできました。 

しかし、障害者数は増加傾向にあり、急激な社会構造の変化、障害者本人や家族等の

高齢化、障害の重度化・重複化などに起因する問題、災害時等における安全確保などへ

の対応等、新たな課題も生じてきています。 

一方、国では、平成２２年６月に、障害者制度改革の推進のための基本的な方向につ

いて、閣議決定がなされ、障害の有無にかかわらず、相互に個性の差異と多様性を尊重

し、人格を認め合う共生社会の実現のため、障がい者制度改革推進会議の「障害者制度

改革の推進のための基本的な方向（第一次意見）」を最大限尊重し、我が国の障害者に

係る制度の集中的な改革の推進を図ることとされ、以後、障害者権利条約の批准に向

け、国内法の整備が進められました。 

障害者基本法の一部改正、障害者虐待防止法の制定、障害者自立支援法から障害者総

合支援法への改正、障害者優先調達推進法の制定と法令等制度改正が行われ、平成２５

年９月に国の障害者基本計画(第３次)が策定されました。 

同じく平成２５年に障害者差別解消法の制定、障害者雇用促進法の改正等が行われ、

平成２６年１月には、障害者権利条約が批准されております。 

こうした障害者をめぐる動向や法制度の変革の動きに的確に対応していくととも

に、現行の「第２次千葉市障害者計画」の到達点や実態調査の結果を踏まえ、障害者が

地域において自立した生活を送ることを目指し、相談支援、地域生活支援、保健・医療、

教育、生活環境など幅広い分野を対象とした障害者施策の総合的な計画を策定します。 
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２ 計画の位置付け・他計画との関係 

 

（１）位置付け 

   この計画は、障害者基本法第１１条第３項の規定による「市町村障害者計画」で

あり、「千葉市新基本計画」を上位計画とする本市の障害者施策に関する個別部門

計画という性格と、障害者総合支援法第８８条に位置づけられた、障害福祉サービ

ス、地域生活支援事業の提供体制の確保に関する計画という性格の両方を有するも

のです。 

前者が基本計画、後者が地域生活や就労等に関する実施計画と位置付けられま

す。 

 

 

（２）他計画との関係 

 「支え合いのまち千葉推進計画（地域福祉計画（市・各区））」、「千葉市こど

もプラン」等、関連計画との整合を図りながら策定します。 

 

 

基本構想

新基本計画

基本構想で定める基本
目標等を実現するため
の、基本方針、今後の

施策展開等

実施計画

新基本計画に基づく具体的な事業

障害者計画
国の障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本と
するとともに市の基本構想に則した障害者のための施策に
関する基本的な計画（障害者基本法第11条）

○現行計画の施策体系

１ 相談支援の充実
２ 地域生活支援の拡充
３ 保健・医療の充実
４ 療育・教育・就労
５ 理解と交流の推進
６ 生活環境の整備

障害福祉計画

障害福祉サービス、地域生活支
援事業の提供体制の確認に関
する計画（障害者総合支援法第
88条）
①障害のある市民の地域生活や
一般就労への移行に関する数
値目標
②平成27年度から平成29年度
までのサービス量等の必要量の
見込みとその確保のための方策

市政運営の指針として、変化の激しい時代であっても変わることのない恒久的な都市づくりの基本理念・基本目標及び望ましい都市

の姿を示す（平成11年12月議決）

[基 本 理 念 ] 人間尊重・市民生活優先

[基 本 目 標 ] 人とまち いきいきと幸せに輝く都市

[望ましい都市の姿] ①自然を身近に感じるまち・千葉市 ②健やかに安心して暮らせるまち・千葉市 ③安全で快適なまち・千葉市

④豊かな想像力をはぐくむまち・千葉市 ⑤はつらつとした活力のあるまち・千葉市 ⑥共に築いていくまち・千葉市

総合計画 個別部門計画
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３ 計画の期間 

本計画の期間は、平成２７年度から平成２９年度までの３年間とします。なお、計

画期間中において、法制度の改正や社会情勢の大きな変化が生じた場合は、必要に応

じて見直しを行うこととします。 

 

【計画期間】 

 

４ 「障害者」とは 

この計画が対象とする障害者とは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福

祉手帳を所持する者ばかりではなく、療育の必要な児童、発達障害者、難病患者、精

神障害者通院医療費の公費負担を受けている人など、日常生活や社会生活で支援を必

要とするすべての人とします。 

なお、平成２６年１月の障害者権利条約の批准に先立って改正された障害者基本法

において、障害者が受ける制限を「機能障害のみに起因するものではなく、社会にお

ける様々な障壁と相対することによって生ずる」とするいわゆる「社会モデル」の考

え方が取り入れられたことから、これまで「障害」と表記してきたものの一部に、正

確には「機能障害」と表示すべきものがありますが、この計画では、引き続き「障害」

の表記で統一しています。 

 

第4期障害福祉計画

第1次障害者計画

基本計画（H13～H23年度）

第2次障害者計画 第3次障害者計画

第2期障害福祉計画 第3期障害福祉計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

新基本計画（H24～H33年度）

平成26年度平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度
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第２章 本市の障害者の現状 

 

１ 障害者数の推移 

 

 （１）身体障害者 

  ①身体障害者手帳の交付状況の推移 

身体障害者手帳の交付状況の推移をみると、平成21年度の28,737人から

徐々に増加傾向にあり、平成25年度には32,865人となっています。 

 

 

資料：千葉市統計情報（各年度３月３１日） 

 

（人）

28,737 29,839 30,773 31,735 32,865

1,174 1,223 1,262 1,161 1,195

27,563 28,616 29,511 30,574 31,670

平成25年度

18歳未満

18歳以上

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

全 体

年齢階層
年度

1,174 1,223 1,262 1,161 1,195

27,563 28,616 29,511 30,574 31,670

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

（人）
図１－１ 身体障害者手帳の交付状況

18歳以上

18歳未満

28,737 29,839 30,773 31,735 32,865
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  ②等級別身体障害者手帳の交付状況の推移 

   等級別に身体障害者手帳の交付状況の推移をみると、各年度とも１級と

２級で半数を占めるとともに、特に１級で増加しています。 

 

資料：千葉市統計情報（各年度３月３１日） 

 

 

9,575 9,875 10,077 10,365 10,697

4,840 4,914 4,970 5,068 5,141

4,651 4,834 4,998 5,133 5,347

6,664 7,078 7,456 7,795 8,208
1,601 1,650 1,706 1,750 1,7951,406 1,488 1,566 1,624

1,677

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

（人） 図１－２ 等級別身体障害者手帳の交付状況

6級

5級

4級

3級

2級

1級

（人）

9,575 9,875 10,077 10,365 10,697

4,840 4,914 4,970 5,068 5,141

4,651 4,834 4,998 5,133 5,347

6,664 7,078 7,456 7,795 8,208

1,601 1,650 1,706 1,750 1,795

1,406 1,488 1,566 1,624 1,677

4級

5級

6級

1級

2級

3級

平成23年度 平成24年度 平成25年度
等級

年度
平成21年度 平成22年度
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  ③身体障害者手帳の交付状況（内訳） 

   身体障害者手帳の交付状況の内訳をみると、「肢体不自由」が54.3%で最

も割合が高く、過半数を占めています。次いで、「心臓機能障害」が15.8%

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：千葉市統計情報（各年度３月３１日） 

視覚

障害
6.2%

聴覚・平衡

機能障害
7.0%

音声・言語・そしゃく

機能障害
1.3%

肢体不自由
54.3%

心臓機能障害
15.8%

呼吸器機能障害
1.9%

じん臓

機能

障害
7.3%

ぼうこう

又は直腸の

機能障害
5.5%

小腸機能障害
0.1%

免疫機能障害
0.5%

肝臓機能障害
0.1%

図１－３ 身体障害者手帳の交付状況（内訳）

平成２５年度

人数（人） 構成比（％）

全 体 32,865 100.0%

2,030 6.2%

2,288 7.0%

422 1.3%

17,859 54.3%

5,203 15.8%

636 1.9%

2,394 7.3%

1,797 5.5%

37 0.1%

162 0.5%

37 0.1%

じん臓機能障害

ぼうこう又は直腸の機能障害

小腸機能障害

免疫機能障害

肝臓機能障害

心臓機能障害

呼吸器機能障害

障害部位

視覚障害

聴覚・平衡機能障害

音声・言語・そしゃく機能障害

肢体不自由
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 （２）知的障害者 

   

①療育手帳の交付状況の推移 

   療育手帳の交付状況の推移をみると、平成21年度の4,654人から徐々に増

加傾向にあり、平成25年度には5,576人となっています。 

また、18歳未満の比率は、全体の３割程度を占めています。 

 

 

資料：千葉市統計情報（各年度３月３１日） 

 

 

1,537 1,630 1,728 1,758 1,812

3,117 3,270 3,404 3,599 3,764

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

（人）
図２－１ 療育手帳の交付状況の推移

18歳以上

18歳未満

4,654 4,900 5,132
5,357 5,576

（人）

4,654 4,900 5,132 5,357 5,576

1,537 1,630 1,728 1,758 1,812

3,117 3,270 3,404 3,599 3,764

平成23年度 平成24年度 平成25年度
年度

平成21年度 平成22年度

18歳未満

18歳以上

全 体

年齢階層
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 ②障害程度別療育手帳の交付状況の推移 

 障害程度別に療育手帳の交付状況をみると、特に軽度の手帳交付が増加

傾向にあり、また、重度が全体の４割以上を占めています。 

 

 

資料：千葉市統計情報（各年度３月３１日） 

 

 

 

 

 

2,033 2,119 2,167 2,231 2,296

1,231 1,269 1,330 1,374 1,400

1,390 1,512 1,635 1,752 1,880

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

（人） 図２－２ 障害程度別療育手帳の交付状況

軽度

中度

重度

（人）
年度

障害程度

2,033 2,119 2,167 2,231 2,296

1,231 1,269 1,330 1,374 1,400

1,390 1,512 1,635 1,752 1,880

平成25年度

重度

中度

軽度

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度
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 (３)精神障害者 

   

①等級別精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移 

   精神障害者保健福祉手帳の所持者の推移をみると、平成21年度の3,518

人から、平成25年度には5,384人となっており、５年間で約1.5倍となって

います。また、等級では２級が最も多くなっています。 

 

 

資料：千葉市統計情報（各年度３月３１日） 

 

 

（人）

3,518 4,005 4,337 4,944 5,384

879 997 1,032 1,138 1,152

2,029 2,272 2,450 2,774 3,031

610 736 855 1,032 1,201

2級

3級

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

1級

全 体

等級
年度

879 997 1,032 1,138 1,152

2,029
2,272 2,450

2,774 3,031

610
736

855

1,032
1,201

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

（人） 図３－１ 等級別精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移

3級

2級

1級

3,518
4,005

4,337

4,944
5,384
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  ②精神障害者通院医療費公費負担患者数の推移 

   精神障害者の通院医療費公費負担患者数の推移をみると、総数では、平

成21年度の9,351人から、平成25年度には12,217人となっています。 

なお、平成25年度の内訳をみると、「うつ病等」が5,788人で最も多く、

次いで「統合失調症」が3,616人となっています。 

資料：千葉市統計情報（各年度３月３１日） 

 

 

 

 

 

（人）

9,351 10,193 10,879 11,606 12,217

3,104 3,190 3,312 3,437 3,616

4,330 4,766 5,197 5,507 5,788

193 203 224 259 309

175 177 207 211 226

89 115 120 141 172

97 121 148 193 245

59 59 67 73 80

639 738 819 869 902

559 579 606 655 686

106 245 179 261 193

てんかん

その他

総 数

図３－２　精神障害者通院医療費公費負担患者数の推移

脳器質性
精神障害

中毒性
精神障害

その他の
精神疾患

知的障害

人格障害

精神神経症

統合失調症

うつ病等

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度
年度

病名
平成25年度
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２ 実態調査結果 

出典：「千葉市障害者計画・障害福祉計画策定に係る実態調査報告書（平成25年度）」 

   

（１）障害者ご本人について 

（ア）年齢 

在宅の方（18歳以上）では「75歳以上」、施設に入所している方では「40

歳代」、18歳未満の方では「9～11歳」、発達障害のある方（18歳以上）で

は「20～29歳」、発達障害のある方（18歳未満）では「15歳以上」が最も多

くなっています。 

 

 【在宅の方（18 歳以上）】                【施設に入所している方】 

 

 

 

 

 

 

 

 【18 歳未満の方】                  【発達障害のある方（18 歳以上）】 

 

 

 

 

 

 

  

 【発達障害のある方（18 歳未満）】 

 

 

 

 

 

 

10.2%

30.1%

33.9%

10.7%

5.7%

3.3%

3.3%

1.5%

1.2%

0% 10% 20% 30% 40%

18～29歳

30歳代

40歳代

50歳代

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75歳以上

無回答

(Ｎ=598)

1.5%

12.6%

19.7%

24.1%

21.0%

18.4%

2.6%

0% 10% 20% 30%

０～２歳

３～５歳

６～８歳

９～11歳

12～14歳

15歳以上

無回答

(Ｎ=461)

5.7%

49.1%

26.4%

17.0%

1.9%

0.0%

0% 20% 40% 60%

18～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60歳以上

(Ｎ=53)

10.9%

9.9%

13.4%

9.0%

7.8%

11.0%

12.1%

24.2%

1.7%

0% 10% 20% 30%

18～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75歳以上

無回答

(N=1,300)

0.0%

20.0%

24.0%

8.0%

16.0%

28.0%

4.0%

0% 10% 20% 30% 40%

０～２歳

３～５歳

６～８歳

９～11歳

12～14歳

15歳以上

無回答

(N＝25)
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（イ）障害の種別 

在宅の方（18 歳以上）では「身体障害者手帳」、施設に入所している方

及び 18 歳未満の方では「療育手帳」が最も多くなっています。 

 

 

 【在宅の方（18 歳以上）】             【施設に入所している方】 

 

 

  

 

 

 

 

 

 【18 歳未満の方】                【発達障害のある方（18 歳以上）】 

 

 

 

 

 

 

 

 【発達障害のある方（18 歳未満）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

65.9%

19.3%

8.3%

16.6%

19.6%

2.8%

0% 20% 40% 60% 80%

身体障害者手帳

療育手帳

精神障害者保健福祉手帳

自立支援医療（精神通院医療）

難病

無回答

(N=1,300)

74.7%

3.0%

6.0%

4.2%

0.2%

2.0%

41.0%

0% 20% 40% 60% 80%

身体障害者手帳

療育手帳

精神障害者保健福祉手帳

自立支援医療（精神通院医療）

難病

手帳も持っていないし、自立支援医療（精神
通院医療）も利用していない

無回答

(Ｎ=598)

52.1%

66.2%

0.4%

1.3%

14.3%

0.7%

0% 20% 40% 60% 80%

身体障害者手帳

療育手帳

精神障害者保健福祉手帳

自立支援医療（精神通院医療）を利用している

難病

無回答

(Ｎ=461)

3.8%

17.0%

75.5%

66.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

身体障害者手帳

療育手帳

精神障害者保健福祉手帳

自立支援医療（精神通院医療）を利用している

無回答

(Ｎ=53)

0.0%

36.0%

16.0%

40.0%

32.0%

4.0%

0% 20% 40% 60%

身体障害者手帳

療育手帳

精神障害者保健福祉手帳

自立支援医療（精神通院医療）

手帳は持っておらず、自立支援医療
（精神通院医療）も利用していない

無回答

(N＝25)
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（２）ご家族や介助者について 

 （ア）主な介助者の介助継続年数 

在宅の方（18 歳以上）では「1 年以上 5 年未満」、18 歳未満の方、発達

障害のある方（18 歳以上）、発達障害のある方（18 歳未満）では「5 年以

上 10 年未満」が最も多くなっています。 

 

 【在宅の方（18 歳以上）】             【18 歳未満の方】 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

【発達障害のある方（18 歳以上）】        【発達障害のある方（18 歳未満）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.0%

18.4%

16.8%

13.6%

9.4%

10.7%

6.1%

11.4%

8.5%

0% 10% 20% 30%

１年未満

１年以上～５年未満

５年以上～１０年未満

１０年以上～１５年未満

１５年以上～２０年未満

２０年以上～２５年未満

２５年以上～３０年未満

３０年以上

無回答

(N=683)

0.0%

16.7%

40.1%

31.4%

10.7%

1.2%

0% 20% 40% 60%

１年未満

１年以上～５年未満

５年以上～１０年未満

１０年以上～１５年未満

１５年以上～１８年未満

無回答

(Ｎ=347)

0.0%

12.5%

25.0%

12.5%

8.3%

16.7%

8.3%

12.5%

4.2%

0% 10% 20% 30%

１年未満

１年以上～５年未満

５年以上～１０年未満

１０年以上～１５年未満

１５年以上～２０年未満

２０年以上～２５年未満

２５年以上～３０年未満

３０年以上

無回答

(Ｎ=24)

0.0%

22.2%

27.8%

11.1%

0.0%

38.9%

0% 20% 40%

１年未満

１年以上～５年未満

５年以上～１０年未満

１０年以上～１５年未満

１５年以上～１８年未満

無回答

(N＝18)
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（イ）主な介助者が困っていること 

在宅の方（18歳以上）、発達障害のある方（18歳以上）では「介助者の高

齢化により不安がある」、18歳未満の方では「緊急時の対応に不安がある」、

発達障害のある方（18歳未満）では「精神的な負担が大きい」が最も多くな

っています。 

 

 

【在宅の方（18 歳以上）】             【18 歳未満の方】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【発達障害のある方（18 歳以上）】          【発達障害のある方（18 歳未満）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.3%

44.7%

27.1%

30.2%

17.1%

24.5%

18.7%

7.2%

24.5%

12.2%

13.5%

3.4%

2.6%

6.7%

0% 20% 40% 60%

介助者自身の健康に不安がある

介護者の高齢化により不安がある

代わりの介助を頼める人がいない

緊急時の対応に不安がある

身体的な負担が大きい

精神的な負担が大きい

経済的な負担が大きい

仕事に出られない

長期の旅行や外出ができない

休養や息抜きの時間がない

特に困っていることはない

よくわからない

その他

無回答

(N=683)

27.1%

18.2%

36.0%

50.7%

31.1%

38.0%

19.6%

32.3%

25.1%

25.9%

11.5%

2.3%

3.7%

1.4%

0% 20% 40% 60%

介助者自身の健康に不安がある

介護者の高齢化により不安がある

代わりの介助を頼める人がいない

緊急時の対応に不安がある

身体的な負担が大きい

精神的な負担が大きい

経済的な負担が大きい

仕事に出られない

長期の旅行や外出ができない

休養や息抜きの時間がない

特に困っていることはない

よくわからない

その他

無回答

(Ｎ=347)

25.0%

62.5%

33.3%

29.2%

20.8%

58.3%

45.8%

16.7%

29.2%

20.8%

4.2%

8.3%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80%

介助者自身の健康に不安がある

介助者の高齢化により不安がある

代わりに介助を頼める人がいない

緊急時の対応に不安がある

身体的な負担が大きい

精神的な負担が大きい

経済的な負担が大きい

仕事に出られない

長期の旅行や外出ができない

休養や息抜きの時間がない

特に困っていることはない

よくわからない

その他

無回答

(Ｎ=24)

16.7%

38.9%

44.4%

22.2%

33.3%

27.8%

16.7%

44.4%

11.1%

5.6%

5.6%

0.0%

55.6%

38.9%

0% 20% 40% 60%

介助者自身の健康に不安がある

介助者の高齢化により不安がある

代わりに介助を頼める人がいない

緊急時の対応に不安がある

身体的な負担が大きい

精神的な負担が大きい

経済的な負担が大きい

仕事に出られない

長期の旅行や外出ができない

休養や息抜きの時間がない

特に困っていることはない

よくわからない

その他

無回答

(N＝18)
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（３）希望する相談制度 

  いずれの調査でも「専門性の高い職員による相談」が最も多くなっています。 

 

【在宅の方（18 歳以上）】              【18 歳未満の方】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【発達障害のある方（18歳以上）】          【発達障害のある方（18歳未満）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.5%

23.5%

28.8%

18.2%

14.4%

22.2%

21.3%

2.2%

8.2%

0% 10% 20% 30% 40%

近所で気軽に立ち寄れる相談

休日や夜間など緊急時の相談

専門性の高い職員による相談

自分と同じ立場の人による相談

定期的に訪問してくれる相談

プライバシーに配慮した相談

特に希望はない

その他

無回答

(N=1,300)

29.5%

26.5%

60.3%

43.2%

13.2%

22.3%

8.0%

2.0%

2.8%

0% 20% 40% 60% 80%

近所で気軽に立ち寄れる相談

休日や夜間など緊急時の相談

専門性の高い職員による相談

自分と同じ立場の人による相談

定期的に訪問してくれる相談

プライバシーに配慮した相談

特に希望はない

その他

無回答

(Ｎ=461)

35.8%

18.9%

62.3%

30.2%

18.9%

30.2%

15.1%

5.7%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80%

近所で気軽に立ち寄れる相談

休日や夜間など緊急時の相談

専門性の高い職員による相談

自分と同じ立場の人による相談

定期的に訪問してくれる相談

プライバシーに配慮した相談

特に希望はない

その他

無回答

(Ｎ=53)

20.0%

24.0%

64.0%

44.0%

16.0%

48.0%

12.0%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80%

近所で気軽に立ち寄れる相談

休日や夜間など緊急時の相談

専門性の高い職員による相談

自分と同じ立場の人による相談

定期的に訪問してくれる相談

プライバシーに配慮した相談

特に希望はない

その他

無回答

(N＝25)
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(４)災害時に不安に思うこと 

在宅の方（18 歳以上）、発達障害のある方（18 歳以上）では「薬や医療的

なケアが確保できるか不安」、施設に入所している方では「自分では助けを

呼ぶことができない」、18 歳未満の方と発達障害のある方（18 歳未満）では

「避難所で一般市民と一緒に生活できるか不安」が最も多くなっています。 

 

【在宅の方（18歳以上）】             【施設に入所している方】 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 【18 歳未満の方】                【発達障害のある方（18 歳以上）】 

 

 

 

 

 

 

 

【発達障害のある方（18 歳未満）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.6%

27.5%

32.4%

24.0%

35.4%

14.2%

3.6%

2.8%

53.4%

22.6%

0% 20% 40% 60%

自分や家族だけでは避難できない

自分では助けを呼ぶことができない

災害に関する情報を得るのが難しい

避難所の設備が障害に対応しているか不安

避難所で必要な介助を受けられるか不安

避難所で一般市民と一緒に生活できるか不安

薬や医療的なケアが確保できるか不安

特に不安に思うことはない

その他

無回答

(N=1,300)

50.5%

68.7%

43.6%

42.0%

45.5%

49.7%

44.8%

5.5%

3.7%

2.8%

0% 20% 40% 60% 80%

自分や家族だけでは避難できない

自分では助けを呼ぶことができない

災害に関する情報を得るのが難しい

避難所の設備が障害に対応しているか不安

避難所で必要な介助を受けられるか不安

避難所で一般市民と一緒に生活できるか不安

薬や医療的なケアが確保できるか不安

特に不安に思うことはない

その他

無回答

(Ｎ=598)

21.0%

44.0%

32.8%

41.6%

33.2%

49.0%

38.8%

10.8%

3.5%

2.0%

0% 20% 40% 60%

自分や家族だけでは避難できない

自分では助けを呼ぶことができない

災害に関する情報を得るのが難しい

避難所の設備が障害に対応しているか不安

避難所で必要な介助を受けられるか不安

避難所で一般市民と一緒に生活できるか不安

薬や医療的なケアが確保できるか不安

特に不安に思うことはない

その他

無回答

(Ｎ=461)

7.5%

17.0%

30.2%

20.8%

17.0%

62.3%

64.2%

17.0%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80%

自分や家族だけでは避難できない

自分では助けを呼ぶことができない

災害に関する情報を得るのが難しい

避難所の設備が障害に対応しているのか不安

避難所で必要な介助を受けられるか不安

避難所で一般市民と一緒に生活できるか不安

薬や医療ケアが確保できるか不安

特に不安に思うことはない

その他

無回答

(Ｎ=53)

24.0%

32.0%

36.0%

16.0%

44.0%

8.0%

4.0%

0.0%

56.0%

4.0%

0% 20% 40% 60%

自分や家族だけでは避難できない

自分では助けを呼ぶことができない

災害に関する情報を得るのが難しい

避難所の設備が障害に対応しているのか不安

避難所で必要な介助を受けられるか不安

避難所で一般市民と一緒に生活できるか不安

薬や医療ケアが確保できるか不安

特に不安に思うことはない

その他

無回答

(N＝25)
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(５)療育・保育について困っていること 

いずれの調査でも「本人の成長に不安がある」が最も多くなっています。 

 

【18歳未満の方】                  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【発達障害のある方（18 歳未満）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.9%

22.3%

30.6%

12.6%

58.4%

32.8%

40.8%

22.6%

25.8%

8.7%

7.8%

2.6%

0% 20% 40% 60% 80%

療育・保育に関する情報が少ない

希望する施設や保育所（園）・幼稚園に
入れない

施設での療育・訓練の機会が少ない

施設での療育・訓練の内容に問題がある

本人の成長に不安がある

友だちとの関係づくりがうまくできない

通園・通所の送り迎えが大変

費用など経済的負担が大きい

小学校入学時の学校選択で困っている

特に困っていることはない

その他

無回答

(Ｎ=461)

20.0%

36.0%

20.0%

56.0%

20.0%

28.0%

16.0%

4.0%

16.0%

0.0%

76.0%

52.0%

0% 20% 40% 60% 80%

療育・保育に関する情報が少ない

希望する施設や
保育所（園）・幼稚園に入れない

施設での療育・訓練の機会が少ない

施設での療育・訓練の内容に問題がある

本人の成長に不安がある

友だちとの関係づくりがうまくできない

通園・通所の送り迎えが大変

費用など経済的負担が大きい

小学校入学時の学校選択で困っている

特に困っていることはない

その他

無回答

(N＝25)
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（６）学校・教育について 

（ア）学校・教育について困っていること 

いずれの調査でも「学校修了後の進路に不安がある」が最も多くなってい

ます。 

 

【18歳未満の方】             【発達障害のある方（18歳未満）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （イ）学校卒業後の進路希望 

18 歳未満の方では「障害福祉サービス事業所に通いたい」、発達障害の

ある方（18 歳未満）では「大学・短大に進学したい」が最も多くなってい

ます。 

【18歳未満の方】             【発達障害のある方（18歳未満）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.8%

2.9%

31.8%

19.5%

6.8%

16.1%

19.3%

23.7%

65.1%

10.2%

6.8%

8.9%

0% 20% 40% 60% 80%

教育・療育に関する情報が少ない

学校での介助が大変

通学の送迎が大変

教職員の指導・支援の仕方が心配

学校のカリキュラムが本人に合わない

友だちとの関係づくりがうまくできない

療育・訓練を受ける機会が少ない 

今後の学校選択について迷っている

学校終了後の進路に不安がある

特に困っていることはない

その他

無回答

(Ｎ=384)

21.1%

0.0%

15.8%

21.1%

10.5%

31.6%

15.8%

26.3%

42.1%

0.0%

5.3%

26.3%

0% 20% 40% 60%

教育・療育に関する情報が少ない

学校での介助が大変

通学の送迎が大変

教職員の指導・支援の仕方が心配

学校のカリキュラムが本人に合わない

友だちとの関係づくりがうまくできない

療育・訓練を受ける機会が少ない 

今後の学校選択について迷っている

学校終了後の進路に不安がある

特に困っていることはない

その他

無回答

(N＝19)

22.4%

13.8%

1.7%

0.0%

46.6%

0.0%

0.0%

6.9%

1.7%

6.9%

0% 20% 40% 60%

企業等に就職したい

大学・短大に進学したい

専門学校などに通いたい

障害者高等技術専門校などに通いたい

障害福祉サービス事業所
（通所施設など）に通いたい

自宅で就労したい（収入のある仕事）

就労・就学はしないで過ごしたい

わからない

その他

無回答

(Ｎ=58)

0.0%

60.0%

0.0%

0.0%

0.0%

20.0%

0.0%

0.0%

20.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80%

企業等に就職したい

大学・短大に進学したい

専門学校などに通いたい

障害者高等技術専門校などに通いたい

障害福祉サービス事業所
（通所施設など）に通いたい

自宅で就労したい（収入のある仕事）

就労・就学はしないで過ごしたい

わからない

その他

無回答

(N＝5)
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 （７）一般就労のために必要なこと 

いずれの調査でも「障害の特性に合った職業・雇用の拡大」が最も多くなっ

ています。 

 

【在宅の方（18 歳以上）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【発達障害のある方（18 歳以上）】 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.4%

24.1%

16.8%

40.3%

25.2%

24.1%

15.2%

35.2%

11.9%

3.7%

19.7%

2.5%

13.5%

0% 20% 40% 60%

仕事探しから就労までの総合的な相談支援

働くための知識や能力を身につけるための職業
訓練

職場を理解するための就労体験

障害の特性に合った職業・雇用の拡大

障害者向けの求人情報の提供

障害理解を促進するための職場への働きかけ

職場施設のバリアフリー化

障害や病気の状態に応じた柔軟な勤務体制

ジョブコーチなど職場に定着するための支援

特に必要なことはない

わからない

その他

無回答

(N=1,300)

67.9%

41.5%

47.2%

79.2%

43.4%

69.8%

15.1%

62.3%

56.6%

0.0%

5.7%

7.5%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

仕事探しから就労までの総合的な相談支援

働くための知識や能力を身につけるための
職業訓練

職場を理解するための就労体験

障害の特性に合った職業・雇用の拡大

障害者向けの求人情報の提供

障害理解を促進するための職場への働きかけ

職場施設のバリアフリー化

障害や病気の状態に応じた柔軟な勤務体制

ジョブコーチなど職場に定着するための支援

特に必要なことはない

わからない

その他

無回答

(Ｎ=53)
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（８）地域で生活するために必要なこと 

発達障害のある方（18 歳以上）を除くすべての調査では「地域の人たち

の障害に対する理解」が最も多く、発達障害のある方（18 歳以上）では「就

労のための支援」が最も多くなっています。 

 

 

【在宅の方（18 歳以上）】              【18 歳未満の方】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【発達障害のある方（18 歳以上）】          【発達障害のある方（18 歳未満）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.3%

9.4%

12.9%

4.7%

12.3%

8.6%

12.4%

20.3%

11.0%

18.8%

12.3%

28.2%

2.5%

10.5%

1.9%

11.5%

0% 10% 20% 30% 40%

地域の人たちの障害に対する理解

地域生活に関する相談支援

訪問系サービスの充実

日中活動系サービスの充実

自立生活のための訓練・体験

グループホームなどの拡充

障害者のための住宅の確保

医療体制の充実

就労のための支援

災害時の支援

道路・交通・建物のバリアフリー化

経済的負担の軽減

特に必要なことはない

わからない

その他

無回答

(N=1,300)

46.2%

6.9%

9.5%

15.8%

22.3%

13.2%

8.9%

9.5%

34.3%

12.6%

8.2%

30.8%

1.3%

2.4%

0.9%

19.3%

0% 20% 40% 60%

地域の人たちの障害に対する理解

地域生活に関する相談支援

訪問系サービスの充実

日中活動系サービスの充実

自立生活のための訓練・体験

グループホームなどの拡充

障害者のための住宅の確保

医療体制の充実

就労のための支援

災害時の支援

道路・交通・建物のバリアフリー化

経済的負担の軽減

特に必要なことはない

わからない

その他

無回答

(Ｎ=461)

45.3%

13.2%

11.3%

1.9%

20.8%

7.5%

17.0%

9.4%

52.8%

7.5%

3.8%

45.3%

1.9%

7.5%

3.8%

3.8%

0% 20% 40% 60%

地域の人たちの障害に対する理解

地域生活に関する相談支援

訪問系サービスの充実

日中活動系サービスの充実

自立生活のための訓練・体験

グループホームなどの拡充

障害者のための住宅の確保

医療体制の充実

就労のための支援

災害時の支援

道路・交通・建物のバリアフリー化

経済的負担の軽減

特に必要なことはない

わからない

その他

無回答

(Ｎ=53)

56.0%

8.0%

0.0%

12.0%

20.0%

8.0%

0.0%

16.0%

44.0%

8.0%

0.0%

16.0%

0.0%

0.0%

4.0%

20.0%

0% 20% 40% 60% 80%

地域の人たちの障害に対する理解

地域生活に関する相談支援

訪問系サービスの充実

日中活動系サービスの充実

自立生活のための訓練・体験

グループホームなどの拡充

障害者のための住宅の確保

医療体制の充実

就労のための支援

災害時の支援

道路・交通・建物のバリアフリー化

経済的負担の軽減

特に必要なことはない

わからない

その他

無回答

(N＝25)
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（９）サービス利用について 

 （ア）訪問系サービスの利用意向 

   在宅の方（18 歳以上）、18 歳未満の方、発達障害のある方（18 歳以上）

では「居宅介護」（発達障害のある方（18 歳以上）は行動援護と同率）が

最も多く、発達障害のある方（18 歳未満）では「行動援護」「保育所等訪

問支援」が同率で最も多くなっています。 

 

【在宅の方（18 歳以上）】             【18 歳未満の方】 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

【発達障害のある方（18 歳以上）】         【発達障害のある方（18 歳未満）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(N=1,300)

39.2%

25.6%

21.9%

22.1%

19.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

居宅介護（ホームヘルプ）

重度訪問介護

行動援護

重度障害者等包括支援

同行援護
(N=461)

41.9%

30.2%

36.2%

24.7%

18.4%

26.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

居宅介護

重度訪問介護

行動援護

重度障害者等包括支援

同行援護

保育所等訪問支援

(N=53)

20.8%

11.3%

20.8%

13.2%

9.4%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

居宅介護

重度訪問介護

行動援護

重度障害者等包括支援

同行援護

(N=25)

28.0%

8.0%

40.0%

8.0%

4.0%

40.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

居宅介護（ホームヘルパー）

重度訪問介護

行動援護

重度障害者等包括支援

同行援護

保育所等訪問支援
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（イ）日中活動系の利用意向 

  在宅の方（18 歳以上）では「短期入所」、18 歳未満の方では「放課後等

デイサービス」、発達障害のある方（18 歳以上）、発達障害のある方（18

歳未満）では「就労移行支援」が最も多くなっています。 

 

【在宅の方（18 歳以上）】             【18 歳未満の方】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【発達障害のある方（18 歳以上）】         【発達障害のある方（18 歳未満）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(N=1,300)

31.5%

30.8%

22.5%

21.2%

29.6%

39.2%

15.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

生活介護

自立訓練（機能訓練・生活訓練）

就労移行支援

就労継続支援（Ａ型、Ｂ型）

療養介護

短期入所（ショートステイ）

その他の通所施設

(N=461)

38.8%

54.4%

54.0%

50.3%

31.9%

58.4%

55.3%

72.0%

17.6%

0% 20% 40% 60% 80%

生活介護

自立訓練（機能訓練・生活訓練）

就労移行支援

就労継続支援（Ａ型、Ｂ型）

療養介護

短期入所（ショートステイ）

児童発達支援

放課後等ディサービス（旧児童デイサービス）

その他の通所施設

(N=53)

17.0%

28.3%

39.6%

30.2%

15.1%

26.4%

9.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

生活介護

自立訓練（機能訓練・生活訓練）

就労移行支援

就労継続支援（A型・B型）

療養介護

短期入所（ショートステイ）

その他の通所施設

(N=25)

20.0%

56.0%

68.0%

40.0%

12.0%

36.0%

60.0%

48.0%

16.0%

0% 20% 40% 60% 80%

生活介護

自立訓練（機能訓練・生活訓練）

就労移行支援

就労継続支援（A型・B型）

療養介護

短期入所（ショートステイ）

児童発達支援

放課後等デイサービス（旧児童デイ
サービス）

その他の通所
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（ウ）居住系サービスの利用意向 

  いずれの調査でも「共同生活援助（グループホーム）」が最も多くなって

います。 

    

 

【在宅の方（18 歳以上）】                【18 歳未満の方】 

 

 

 

 

 

 

 

【発達障害のある方（18 歳以上）】          【発達障害のある方（18 歳未満）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(N=1,300)

21.5%

20.3%

21.3%

0% 10% 20% 30%

共同生活援助（グループホーム）

共同生活介護（ケアホーム）

施設入所支援
(N=461)

41.0%

29.7%

28.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

共同生活援助（グループホーム）

共同生活介護（ケアホーム）

施設入所支援

(N=53)

18.9%

11.3%

15.1%

0% 5% 10% 15% 20%

共同生活援助（グループホーム）

共同生活介護（ケアホーム）

施設入所支援

(N=25)

28.0%

16.0%

12.0%

0% 10% 20% 30% 40%

共同生活援助（グループホーム）

共同生活介護（ケアホーム）

施設入所支援
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 （エ）地域生活支援事業の利用意向 

いずれの調査でも「相談支援事業」が最も多くなっています。 

 

 

【在宅の方（18 歳以上）】             【18 歳未満の方】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【発達障害のある方（18 歳以上）】       【発達障害のある方（18 歳未満）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(N=1,300)

31.7%

10.1%

21.9%

24.3%

19.8%

17.2%

14.6%

10.6%

14.7%

22.2%

25.1%

0% 10% 20% 30% 40%

相談支援事業

コミュニケーション支援事業

日常生活用具給付等事業

移動支援事業

地域活動支援センター

訪問入浴サービス事業

更生訓練費支給事業

知的障害者職親委託事業

生活支援事業

日中一時支援事業

生活サポート事業 (N=461)

69.8%

25.4%

39.0%

46.9%

60.1%

20.8%

52.1%

47.3%

49.9%

64.4%

47.5%

0% 20% 40% 60% 80%

相談支援事業

コミュニケーション支援事業

日常生活用具給付等事業

移動支援事業

地域活動支援センター

訪問入浴サービス事業

更正訓練費支給事業

知的障害者職親委託事業

生活支援事業

日中一時支援事業

生活サポート事業

(N=53)

64.2%

11.3%

5.7%

17.0%

28.3%

7.5%

26.4%

9.4%

11.3%

26.4%

28.3%

0% 20% 40% 60% 80%

相談支援事業

コミュニケーション支援事業

日常生活用具給付等事業

移動支援事業

地域活動支援センター

訪問入浴サービス事業

更生訓練費支給事業

知的障害者職親委託事業

生活支援事業

日中一時支援事業

生活サポート事業 (N=25)

68.0%

16.0%

12.0%

32.0%

36.0%

8.0%

52.0%

40.0%

36.0%

44.0%

40.0%

0% 20% 40% 60% 80%

相談支援事業

コミュニケーション支援事業

日常生活用具給付等事業

移動支援事業

地域活動支援センター

訪問入浴サービス事業

更生訓練費支給事業

知的障害者職親委託事業

生活支援事業

日中一時支援事業

生活サポート事業
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第３章 計画の基本的な考え方 

 

１ 基本理念 

 

 

 

  

 

 

 

障害の有無にかかわらず、誰もが等しく基本的人権を享有するかけがえのない

個人として相互に人格と個性を尊重し支え合う共生社会を創造するためには、生

活をしていく中で感じる差別や障壁を排除し、個人の持つ能力・多様性が尊重さ

れ、自己選択と自己決定の下にあらゆる活動に参加・参画できる地域社会を実現

していくことが必要です。 

第２次計画の推進により、こうした地域社会の実現に向けて一定の進捗が図ら

れてきましたが、第２次計画が策定されてから４年が経過し、この間に障害者権

利条約の批准に向けた法改正が相次ぎ、中でも障害者基本法の改正により、障害

者が受ける制限は「機能障害のみに起因するものではなく、社会における様々な

障壁と相対することによって生ずる」とするいわゆる「社会モデル」の考え方が

取り入れられたほか、新たに制定された障害者差別解消法では、これを受けて差

別等の権利侵害行為の禁止と社会的障壁の除去を怠ることによる権利侵害の防止

等が規定されました。 

さらに本市が実施した障害者実態調査の結果から「介助者の高齢化」の問題や、

専門性の高い相談支援の充実を求める傾向が依然として高いことなども明らかと

なりました。 

このように、障害者福祉を取り巻く環境が大きく変化する中、こうした状況に

対応するための新たな指針を示す時期に来ています。 

第３次計画においては、すべての障害者が地域において自立した生活を営む主

体であるとの認識に立ち、相談支援、地域生活支援、保健・医療、教育などの総

合的な連携のもとに、地域での自立した生活を支援するための施策を一体的に推

進していくとともに、差別や社会的障壁による権利侵害のない「安らぎのあるあ

たたかな共生社会」の実現を目指します。 

すべての障害者が地域において自立した生活を営む主体であるとの認

識に立ち、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけ

がえのない個人として相互に尊重し合い、人格を認め合い、そして支え

合うことにより、差別や障壁のない、安らぎのあるあたたかな共生社会

をつくる。 
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２ 計画の視点 

 

基本理念を実現するための施策展開に当たって、次の４つの視点を計画の視点とし

ます。 

 

① 障害特性を踏まえたライフステージの全段階に応じた利用者本位の支援 

障害種別等によって異なる個々のニーズを的確に把握し、障害者のライフステー

ジの全段階を通じた切れ目のない総合的な支援を行う必要があります。 

 

② 誰もが安心して生活し、社会へ参加していくためのバリアフリー化の推進 

地域における自立や社会参加に係る障壁を除き、誰もが安心して生活できるよう、

障害についての理解等の促進や施設・設備の整備といったソフト、ハード両面にわ

たる社会のバリアフリー化を進める必要があります。 

 

③ 将来を見据えた、障害者の視点に立った各分野における施策展開 

市の各分野における施策の企画・立案、実施等の各段階において、共生社会の実

現を図るという観点から、各部門がそれぞれの事業について、障害者の高齢化・重

度化への対応等、将来を見据えた障害者視点に立った取り組みが必要です。 

 

④ 施策展開における市民参加と協働 

障害者本人の各種障害者施策への積極的な参加・参画はもとより、市、関係団体、

専門機関、地域住民、事業者、ボランティア団体など地域に暮らす誰もが福祉の受

け手であるとともに担い手であることを自覚し、地域の中でそれぞれが役割を担っ

て連携し、協働していくことが必要です。 
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３ 計画の構成 

 

 

総 論

基本理念

計画の

視 点

すべての障害者が地域において自立した生活を営む主体であるとの認識に立ち、障

害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として相

互に尊重し合い、人格を認め合い、そして支え合うことにより、差別や障壁のない、

安らぎのあるあたたかな共生社会をつくる

障害特性を踏まえたライフステージの全段階に応じた利用者本位の支援

誰もが安心して生活し、社会へ参加していくためのバリアフリー化の推進

将来を見据えた、障害者の視点に立った各分野における施策展開

施策展開における市民参加と協働

各 論

計
画
の
体
系
（
７
つ
の
基
本
目
標
）

１ 相談支援の充実 ～利用者視点に立った多岐にわたる相談支援体制づくり～

２ 地域生活支援の充実 ～地域や施設で暮らすためのサービスの充実～

３ 保健・医療の充実 ～保健や医療分野との効果的な連携～

４ 障害児に対する支援の充実 ～療育、教育を一体的に支援する体制づくり～

５ 社会参加の一層の推進 ～相互に理解し、積極的に社会に参加していくための支援～

６ 生命、身体、財産の安全確保 ～万一の時の安全・安心に配慮した支援体制づくり～

７ 生活環境の整備 ～物理的な障壁のない安全・安心な都市基盤の整備～

障害福祉サービス提供の見込量等

（ 第4期障害福祉計画 ）

計
画
の
推
進

関係機関・地域等との連携

当事者の障害者施策への参加

進行管理と評価

計画の弾力的運用


